
 

依頼試験等及び機械の貸付けに関する規程 

 

平成２１年規程第５１号 

     （最終改正：令和６年規程第１号） 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、地方独立行政法人青森県産業技術センターが行う依頼による試験、分析、デザ

イン、加工等（以下「試験等」という。）及び機械の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。 

 （依頼試験等）  

第２条 工業総合研究所長、弘前工業研究所長、八戸工業研究所長、畜産研究所長、林業研究所長、

食品総合研究所長、下北ブランド研究所長及び農産物加工研究所長（以下この条において「所長」

という。）は、別表第１に定めるところにより、試験等の依頼を受けることができる。 

２ 別表第１に掲げる試験等を依頼する者は、依頼試験等申込書（第１号様式）を所長に提出しなけ

ればならない。 

３ 所長は、依頼を受けた試験等を完了したときは、当該試験等を依頼した者に対し、その結果（デ

ザインにあっては、完了した旨）を通知しなければならない。  

（機械の貸付け） 

第３条 工業総合研究所長、弘前工業研究所長、八戸工業研究所長、野菜研究所長及び農産物加工研

究所長は、別表第２に定めるところにより、機械を使用させることができる。 

２ 別表第２に掲げる機械を使用する者は、機械使用申込書（第２号様式）を前項の所長に提出しな

ければならない。 

 （手数料及び使用料の納入） 

第４条 別表第１に掲げる試験等を依頼する者は、同表に定める手数料を納入しなければならない。 

２ 別表第２に掲げる機械を使用する者は、同表に定める使用料を納入しなければならない。 

 （手数料及び使用料の納入方法） 

第５条 手数料及び使用料の納入は、現金でしなければならない。ただし、第２条第１項又は第３条

第１項の所長が適当と認めるときは、当該試験等の完了後、又は当該機械の使用後に口座振込によ

って納入させることができる。 

 (手数料及び使用料の減免) 

第６条 理事長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、手数料及び使用料の全部又は一

部を免除することができる。 

（手数料及び使用料の不還付） 

第７条 既に納入した手数料及び使用料は、還付しない。ただし、肉用牛人工授精用精液の採取及び

凍結処理の手数料については、肉用牛人工授精用精液の採取及び凍結処理に係る期間中に当該牛が

死亡した場合その他別に定める場合は、その全部又は一部を還付する。 

（その他） 

第８条 この規程に定めるもののほか、依頼試験等及び機械の貸付けに関し必要な事項は、理事

長が別に定める。 

附 則 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 



 

附 則（平成２２年規程第５号） 

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年規程第３２号） 

この規程は、平成２２年１０月５日から施行する。 

附 則（平成２３年規程第６号） 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年規程第７号） 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年規程第２４号） 

この規程は、平成２３年１２月１日から施行する。 

   附 則（平成２４年規程第１４号） 

 この規程は、平成２４年７月１日から施行する。 

   附 則（平成２６年規程第１２号） 

 この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２６年規程第１８号） 

 この規程は、平成２６年６月１０日から施行する。 

附 則（平成２７年規程第２５号） 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年規程第３０号） 

 この規程は、平成２７年４月１６日から施行する。 

附 則（平成２７年規程第３７号） 

 この規程は、平成２７年１１月９日から施行する。 

   附 則（平成２８年規程第６号） 

 この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２９年規程第５号） 

 この規程は、平成２９年１月１０日から施行する。 

   附 則（平成２９年規程第１０号） 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２９年規程第２６号） 

 この規程は、平成２９年１１月１６日から施行する。 

   附 則（平成３０年規程第１１号） 

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成３１年規程第６号） 

 この規程は、平成３１年３月１日から施行する。 

   附 則（平成３１年規程第１３号） 

 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則（令和元年規程第１４号） 

 この規程は、令和元年７月１日から施行する。 

附 則（令和元年規程第２３号） 

 この規程は、令和元年１０月１日から施行する。 



 

附 則（令和２年規程第２号） 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年規程第５号） 

 この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年規程第５号） 

 この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年規程第２号） 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年規程第１号） 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 


